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Ⅰ 地方公会計制度について 

 

Ⅰ-１ 地方公会計制度の目的 

 現在の地方公共団体の会計処理は、水道事業会計や下水道事業会計などの一部の会計を

除き、予算の適正・確実な執行を図る観点から、現金の授受の事実を重視する「現金主

義・単式簿記」を採用しています。 

 

 しかし、「現金主義・単式簿記」は現金の流れが明確で分かりやすい長所がある一方

で、大きく２点の短所があります。１点目は、これまでにどのくらいの資産が形成されて

いるか、また、どのくらいの負債があるのかといった「ストック情報」が把握できないこ

と、２点目は、減価償却費や退職手当引当金など、現金の支出が伴わない「コスト情報」

が把握できないことです。 

 

 財政状況の『見える化』を図り、これまで以上に説明責任を適切に果たしていく観点か

ら、「現金主義・単式簿記」の短所を補完するものとして、「発生主義・複式簿記」の導

入が重要となります。 

 

 また、「発生主義・複式簿記」を導入することで、これまで見えにくかった「ストック

情報」や「コスト情報」が明らかとなり、公共施設等のマネジメントの充実や財政運営の

効率化・適正化などに活用することも可能となります。 

 

 上記のとおり「現金主義・単式簿記」を補完するものとして「発生主義・複式簿記」を

導入した財務書類等（「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、

「資金収支計算書」など）を作成・公表すること等により、適切な説明責任の履行と財政

運営の効率化・適正化を図ることが地方公会計制度の目的となります。  
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Ⅰ-２ 地方公会計制度の経緯及び本市の取組状況 

 これまで本市では、「総務省方式改訂モデル」と呼ばれる会計基準に基づき、平成２０

年度決算より財務書類等を作成・公表してきました。 

  

「総務省方式改訂モデル」とは、既存の決算情報を活用した簡便な作成方法であることか

ら、財務書類等を作成するにあたり、新たなシステムを導入する必要がないなど、負担が

軽減される一方で、寄附や所管替えなどによる現金支出が伴わずに取得した資産情報が不

足しているなどといった課題が指摘されていました。 

 

また、「総務省方式改訂モデル」以外にも「基準モデル」や「東京都方式」など、様々

な会計基準が存在していたことから、会計基準が異なる他団体との比較が困難な状況とな

っていました。 

 

 このような状況の中で、総務省は平成２６年度に「統一的な基準」を示し、平成２７年

１月に発出の総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」によ

り、平成２７年度から平成２９年度までの３年間で、全ての地方公共団体において「統一

的な基準」による財務書類等を作成するよう要請されています。 

 

 「統一的な基準」では、伝票単位で処理を行う複式仕訳と固定資産台帳の導入が前提と

されており、前述の地方公会計制度の課題を解決する内容となっています。 

 

 本市では、平成２７年度から固定資産台帳の整備など、統一的な基準による地方公会計

整備の準備作業に着手し、平成２８年度決算から統一的な基準による財務書類等を作成・

公表しています。 
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Ⅱ 固定資産台帳について 

 

Ⅱ-１ 固定資産台帳の概要 

 固定資産台帳とは、地方公共団体が所有する全ての固定資産（道路、公園、学校など）

について、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を記録・管理するための帳簿で

す。また、統一的な基準による財務書類等作成の基礎となる補助簿としての役割も果た

し、取得価格や耐用年数などを網羅的に記載した内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ-２ 固定資産台帳整備・更新の必要性 

 現行制度上、各地方公共団体では、「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）に規定

する公有財産を管理するための公有財産台帳や、個別法に基づく道路台帳等の各種台帳を

備えることとなっていますが、これらの台帳は主に数量面の管理を目的として備えること

とされており、資産価値に係る情報の把握が前提とされておりませんでした。また、全て

の固定資産を網羅する台帳は整備することとなっていなかったのが現状です。 

 

 固定資産は、地方公共団体が所有する財産の中で、特に大きな割合を占めるものであ

り、地方公共団体の財政状況を正しく把握し、適切な公共施設のマネジメント等を推進し

ていくためには、正確な固定資産に係る情報の把握が重要となります。 

 

 以上のことから、統一的な基準による財務書類等作成の補助簿として活用するだけでは

なく、適正な公共施設のマネジメント等を推進していくためにも、固定資産台帳の整備・

更新は必要不可欠となります。 
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Ⅲ 統一的な基準による財務書類の基本的事項 

 

Ⅲ-１ 財務書類等作成方法 

 総務省より示されている「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき作成し

ています。また、本市では期末一括仕訳を採用しています。 

 

Ⅲ-２ 財務書類等とは 

 財務書類等は、「財務書類４表」、「附属明細書」、「注記」で構成されています。 

 財務書類４表とは、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、

「資金収支計算書」を指し、各表の概要につきましては、下記のとおりです。 

なお、各表の詳細につきましては「Ⅳ 財務書類の内容」に記載しています。 

 

〇 貸借対照表 

  弘前市が保有する資産とその資産に対する財源の調達源を表します。 

 

〇 行政コスト計算書 

  資産形成を伴わない１年間の行政サービスに係るコストと、その対価として得られた

受益者負担額を表します。 

 

〇 純資産変動計算書 

  貸借対照表の純資産が、１年間にどのように増減したかを表します。 

 

〇 資金収支計算書 

  １年間の行政サービスに係る現金の動きを表します。 

 

 また、財務書類等につきましては、「弘前市の統一的な基準による財務書類等」として

市ホームページで公表しています。 
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Ⅲ-３ 財務書類４表の相関関係 

 財務書類４表の相関関係は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①貸借対照表の資産のうち、「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に

本年度末歳計外現金残高を加えたものと対応します。 

 ②貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の「本年度末残高」と対応しま

す。 

 ③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 

Ⅲ-４ 作成財務書類 

 一般会計の財務書類である「一般会計等財務書類」、一般会計・特別会計・企業会計の

財務書類となる「全体財務書類」、さらに一部事務組合や広域連合、第三セクター等を含

めた「連結財務書類」を作成します。 

 なお、「全体財務書類」及び「連結財務書類」については、連結対象となる会計・団体

間の内部取引を相殺消去しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち

公営企業会計

一部事務組合

広域連合

地方独立行政法人

地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

特別会計

地方公営事業会計一般会計等

一般会計

一般会計等財務書類

全体財務書類

連結財務書類
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Ⅲ-５ 財務書類の対象範囲 

 「一般会計等財務書類」、「全体財務書類」及び「連結財務書類」の対象となる団体

（会計）は下図のとおりです。 

 なお、連結対象となる第三セクターは、市の出資比率が５０％を超える団体、または市

が業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を対象としています。 

 

※令和４年３月３１日に公営事業会計における病院事業会計が廃止され、令和４年４月１

日より一般会計等における病院事業清算費特別会計へ移行します。 
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Ⅳ 財務書類の内容 

Ⅳ-１ 貸借対照表 

（１）貸借対照表の概要 

 貸借対照表とは、年度末時点において学校や道路、現金などの資産をどれだけ保有して

いるのかを示すと同時に、その資産を取得するための財源がどのように調達されているの

かを示した財務書類です。 

 貸借対照表では、左側（借方）に保有している「資産」の金額を計上し、右側（貸方）

に「資産」を取得するための資金の調達元を「負債」と「純資産」に分けて、その金額を

計上しています。また、「資産＝負債＋純資産」となることから貸借対照表をバランスシ

ートともいいます。 

〇 資産 

  これまでに形成された学校や道路などの公共施設や現金などが該当します。一般的に

資産が多ければ市民等に対する行政サービスの提供能力が大きくなると考えられます。 

〇 負債 

  これから支払わなければならない債務が該当し、「将来世代が負担する金額」という

見方ができます。 

〇 純資産 

  国や県からの補助金や市税収入など、返済義務の生じない財源が該当し、「これまで

の世代が負担した金額」という見方ができます。 

 

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結

239,415 315,008 325,204 79,307 146,138 150,157
事業用資産 101,765 101,876 108,360 地方債 72,024 114,463 116,863
インフラ資産 115,091 200,117 202,499 長期未払金 - - -
物品 1,072 4,760 6,009 退職手当引当金 7,284 7,875 9,494
無形固定資産 95 3,734 4,382 損失補償等引当金 - - -
投資及び出資金 13,014 △ 4,162 △ 5,955 その他 - 23,800 23,800
投資損失引当金 △ 6 - - 9,135 15,435 17,146
長期延滞債権 980 1,328 1,328 １年内償還予定地方債 8,444 12,999 13,475
長期貸付金 30 30 30 未払金 1 1,652 1,736
基金 7,704 7,704 8,928 未払費用 - - -
その他 2 5 8 前受金 24 24 24
徴収不能引当金 △ 332 △ 385 △ 385 前受収益 - - -

5,612 18,618 22,375 賞与等引当金 571 656 785
現金預金 1,707 10,759 13,486 預り金 94 103 113
未収金 280 1,278 1,305 その他 - 1 1,013
短期貸付金 6 6 6 88,442 161,572 167,303
基金 3,649 6,581 7,530
棚卸資産 - 89 131 固定資産等形成分 243,070 321,594 332,739
その他 - 35 46 余剰分（不足分） △ 86,484 △ 149,541 △ 152,507

徴収不能引当金 △ 29 △ 128 △ 128 他団体出資等分 - - 43
- - - 156,585 172,053 180,276

245,027 333,625 347,579 245,027 333,625 347,579

（単位：百万円）

純資産合計
負債・純資産合計

１．固定資産

２．流動資産

資産合計

【負債の部】【資産の部】

借方 貸方

１．固定負債

２．流動負債

負債合計
【純資産の部】

３．繰延資産

※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。
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（２）市民一人あたりの貸借対照表 

 令和５年４月１日現在の住民基本台帳人口 162,666人に基づき算出しています。 

 

 

 

 

（３）貸借対照表の用語解説 

用語 解説 

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産（学校や庁舎な

ど） 

インフラ資産 市民の社会生活の基盤となる資産（道路や橋りょうなど） 

物品 弘前市物品会計規則に定める「重要物品」に該当する物品

（車輛や美術品など） 

無形固定資産 物理的な実態を有していない資産（ソフトウェアや温泉権な

ど） 

投資及び出資金 有価証券、出資金、出捐金 

投資損失引当金 連結対象団体等に対する投資等について、その実質価格が著

しく低下した場合の、実質価格と取得価格との差額 

長期延滞債権 当年度以前に未回収となっている債権のうち、当年度におい

ても未回収である債権 

長期貸付金 貸付金のうち、流動資産に区分されるもの以外 

基金（固定資産分） 流動資産に区分される基金以外 

一般会計等 全体 連結 一般会計等 全体 連結

1,472 1,937 1,999 488 898 923
事業用資産 626 626 666 地方債 443 704 718
インフラ資産 708 1,230 1,245 長期未払金 - - -
物品 7 29 37 退職手当引当金 45 48 58
無形固定資産 1 23 27 損失補償等引当金 - - -
投資及び出資金 80 △ 26 △ 37 その他 - 146 146
投資損失引当金 0 - - 56 95 105
長期延滞債権 6 8 8 １年内償還予定地方債 52 80 83
長期貸付金 0 0 0 未払金 0 10 11
基金 47 47 55 未払費用 - - -
その他 0 0 0 前受金 0 0 0
徴収不能引当金 △ 2 △ 2 △ 2 前受収益 - - -

35 114 138 賞与等引当金 4 4 5
現金預金 10 66 83 預り金 1 1 1
未収金 2 8 8 その他 - 0 6
短期貸付金 0 0 0 544 993 1,029
基金 22 40 46
棚卸資産 - 1 1 固定資産等形成分 1,494 1,977 2,046
その他 - 0 0 余剰分（不足分） △ 532 △ 919 △ 938
徴収不能引当金 0 △ 1 △ 1 他団体出資等分 - - 0

- - - 963 1,058 1,108
1,506 2,051 2,137 1,506 2,051 2,137

※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。
資産合計 負債・純資産合計

【純資産の部】

３．繰延資産 純資産合計

（単位：千円）
借方 貸方

【資産の部】 【負債の部】
１．固定資産 １．固定負債

２．流動負債

２．流動資産

負債合計
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用語 解説 

徴収不能引当金（固定

資産分） 

長期延滞債権に係る、過去の徴収不能実績率など合理的な基

準に基づいて算定した徴収不能見込額 

現金預金 歳計現金、歳計外現金 

未収金 当年度において未回収である債権のうち、１年以内に発生し

たもの 

短期貸付金 貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金（流動資産分） 財政調整基金及び翌々年度以降に取り崩す計画が定められて

いない減債基金 

棚卸資産 売却を目的に保有する資産 

徴収不能引当金（流動

資産分） 

未収金に係る、過去の徴収不能実績率など合理的な基準に基

づいて算定した徴収不能見込額 

地方債（固定負債分） 地方債残高のうち、翌々年度以降の支払予定額 

長期未払金 地方自治法第 214条に規定する債務負担行為で確定債務とみ

なすもの等のうち、流動負債に区分されるもの以外 

退職手当引当金 基準日において全職員が自己都合により退職した場合の退職

手当支給見込額 

損失補償等引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した額 

１年以内償還予定地方

債 

地方債残高のうち、翌年度の支払予定額 

未払金 地方自治法第 214条に規定する債務負担行為で確定債務とみ

なされるもの等のうち、翌年度の支払予定額 

未払費用 一定の契約に基づき継続して役務の提供を受けている場合

で、基準日時点において提供された役務に対する支出未済額 

前受金 基準日時点において、義務を履行していないものに対する収

入額 

前受収益 一定の契約に基づき継続して役務の提供を行う場合で、基準

日時点において提供していない役務に対する収入額 

賞与等引当金 基準日までの期間に対応する期末手当、勤勉手当及び法定福

利費相当額 

預り金 基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返

負債 

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金

銭以外の形態（固定資産等）で保有されるもの。 

余剰分（不足分） 地方公共団体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金

銭の形態で保有されるもの。 
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Ⅳ-２ 行政コスト計算書 

（１）行政コスト計算書の概要 

  行政コスト計算書とは、民間企業会計の「損益計算書」にあたるもので、４月１日か

ら翌年の３月３１日までの１年間の行政活動のうち、福祉サービスや道路の除排雪な

ど、行政が提供する資産形成以外の経常的なサービスに係る経費を「経常経費」とし

て、また、その行政サービスに対する使用料や手数料などの受益者負担額を「経常収

益」として示した財務書類です。 

  行政コスト計算書を見ることで、人件費や社会保障給付費などの経常的なコストの水

準と、そのコストについて、受益者負担により、どの程度賄われているのかを見ること

ができます。 

  また、建物や道路などの固定資産が１年間使用されたことによる価値の目減り分にあ

たる減価償却費や、退職手当引当金の当年度発生額など、当年度に現金支出が伴わない

ものもコストとして把握し、行政コスト計算書に計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）
一般会計等 全体 連結

78,701 119,307 116,903
34,694 43,379 48,111

(1)人件費 9,975 11,059 13,543
(2)物件費等 23,448 29,040 31,175
(3)その他の業務費用 1,271 3,280 3,393

44,007 75,928 68,792
(1)補助金等 13,377 50,808 43,614
(2)社会保障給付 25,076 25,086 25,086
(3)他会計への繰出金 5,520 - -
(4)その他 34 34 92

3,297 2,902 3,759
1,108 7,442 7,652
2,189 △ 4,540 △ 3,894
75,404 116,406 113,144

450 452 453
34 35 35

75,821 116,823 113,562
※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

純行政コスト　Ｆ＝Ｃ＋Ｄ－Ｅ

純経常行政コスト　Ｃ＝Ａ－Ｂ
臨時損失　Ｄ

１．業務費用
経常費用　Ａ

２．移転費用

経常収益　Ｂ
１．使用料及び手数料
２．その他

臨時利益　Ｅ
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（２）市民一人あたりの行政コスト計算書 

 令和５年４月１日現在の住民基本台帳人口 162,666人に基づき算出しています。 

 

 

（３）行政コスト計算書の用語解説 

用語 解説 

人件費 職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額な

ど 

物件費等 消耗品購入費、施設管理委託料、道路除排雪経費、減価償却

費など 

その他の業務費用 地方債等に係る支払利息、徴収不能引当金繰入額など 

補助金等 水道事業会計などの企業会計や各種団体・市民等に対する負

担金、補助金など 

社会保障給付 児童手当や生活保護扶助費等の扶助費など 

他会計への繰出金 特別会計への繰出金 

使用料及び手数料 行政サービスの対価として徴収する使用料及び手数料 

臨時損失 災害復旧事業費や資産除売却損、投資損失引当金繰入額など 

臨時利益 資産売却益など 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
一般会計等 全体 連結

484 733 719
213 267 296

(1)人件費 61 68 83
(2)物件費等 144 179 192
(3)その他の業務費用 8 20 21

271 467 423
(1)補助金等 82 312 268
(2)社会保障給付 154 154 154
(3)他会計への繰出金 34 - -
(4)その他 0 0 1

20 18 23
7 46 47
13 △ 28 △ 24
464 716 696
3 3 3
0 0 0

466 718 698
※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

臨時利益　Ｅ
純行政コスト　Ｆ＝Ｃ＋Ｄ－Ｅ

純経常行政コスト　Ｃ＝Ａ－Ｂ
臨時損失　Ｄ

経常費用　Ａ

２．移転費用

経常収益　Ｂ
１．使用料及び手数料
２．その他

１．業務費用
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Ⅳ-３ 純資産変動計算書 

（１）純資産変動計算書の概要 

  純資産変動計算書とは、民間企業会計の「株主資本変動計算書」にあたるもので、貸

借対照表の「純資産合計（＝これまでの世代が負担した金額）」が１年間でどのように

変動したかを示した財務書類です。 

 

 

（２）市民一人あたりの純資産変動計算書 

 令和５年４月１日現在の住民基本台帳人口 162,666人に基づき算出しています。 

 

（３）純資産変動計算書の用語解説 

用語 解説 

前年度末純資産残高 前年度末の純資産の額 

純行政コスト 行政コスト計算書の「純行政コスト」を符号反転した数値と

一致 

（単位：百万円）
一般会計等 全体 連結

156,320 177,080 186,088
△ 75,821 △ 116,823 △ 113,562

76,424 112,063 130,246
（１）税収等 48,103 61,940 70,265
（２）国庫補助金等 28,321 50,123 59,981

603 △ 4,761 16,684
0 0 0

△ 338 △ 266 △ 266
- - -
- - -
- - △ 22,231
- - -

265 △ 5,027 △ 5,813
156,585 172,053 180,276

前年度末純資産残高
純行政コスト
財源

本年度差額
資産評価差額
無償所管換等

その他
本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
比例連結割合変更に伴う差額

※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

（単位：千円）
一般会計等 全体 連結

961 1,089 1,144
△ 466 △ 718 △ 698

470 689 801
（１）税収等 296 381 432
（２）国庫補助金等 174 308 369

4 △ 29 103
0 0 0

△ 2 △ 2 △ 2
- - -
- - -
- - △ 137
- - -
2 △ 31 △ 36

963 1,058 1,108
※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

その他
本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

前年度末純資産残高

比例連結割合変更に伴う差額
他団体出資等分の減少

純行政コスト
財源

本年度差額
資産評価差額
無償所管換等
他団体出資等分の増加
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用語 解説 

税収等 地方税、地方交付税、地方譲与税など 

国庫補助金等 国庫支出金、県支出金など 

資産評価差額 有価証券などの評価差額 

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 

本年度末純資産残高 貸借対照表の「純資産合計」と一致 
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Ⅳ-４ 資金収支計算書 

（１）資金収支計算書の概要 

 資金収支計算書とは、民間企業会計の「キャッシュフロー計算書」にあたるもので、歳

計現金の流れを収支の性質に応じて、「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動

収支」の３つに区分して表示することで、どのような行政活動に資金が必要とされている

かを示した財務書類です。 

 

〇 業務活動収支 

  行政サービスを提供するにあたり、毎年度継続的に収入・支出されるものを計上 

〇 投資活動収支 

  学校や道路の整備などの資産形成や投資、基金などに係る収入・支出を計上 

〇 財務活動収支 

  地方債などに係る収入・支出を計上 

 

 また、支払利息支出を除く業務活動収支に投資活動収支を加えた「基礎的財政収支（プ

ライマリーバランス）」も示しています。基礎的財政収支が黒字の場合は、地方債の発行

に頼らずに、その年の行政サービスを提供できている状態を表しています。 

 

 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

        ＝ 支払利息支出を除く業務活動収支 

＋ 基金積立支出及び基金取崩収入を除く投資活動収支 

 

 なお、連結財務書類における資金収支計算書については、連結対象団体においてキャッ

シュフロー計算書を作成していない団体もあることから、作成を省略しています。 
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（２）市民一人あたりの資金収支計算書 

 令和５年４月１日現在の住民基本台帳人口 162,666人に基づき算出しています。 

（単位：百万円）
一般会計等 全体

7,563 12,267
70,280 106,934
78,264 119,630

422 430
- 1

△ 4,974 △ 7,413
9,013 12,334
4,039 4,921

△ 3,033 △ 4,584
8,434 13,128
5,401 8,545

△ 444 270
2,057 10,394

- -
1,613 10,664

74 74
20 20
94 94

1,707 10,759

基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報
一般会計等 全体

7,869 13,177
△ 4,210 △ 5,623

3,659 7,554
※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

２．財務活動収入
本年度資金収支額

本年度末現金預金残高　Ｃ＝Ａ＋Ｂ

本年度末資金残高　Ａ

前年度末歳計外現金残高
本年度末歳計外現金増減額

前年度末資金残高

本年度末歳計外現金残高　Ｂ

比例連結割合変更に伴う差額

業務活動収支（支払利息を除く）Ａ
投資活動収支（基金を除く）　　Ｂ
基礎的財政収支　Ｃ＝Ａ＋Ｂ

業務活動収支
１．業務支出

財務活動収支
１．財務活動支出

２．投資活動収入

２．業務収入
３．臨時支出
４．臨時収入

投資活動収支
１．投資活動支出
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（３）資金収支計算書の用語解説 

用語 解説 

業務支出 人件費、物件費等、支払利息、補助金等、社会保障給付、他

会計への繰出金などに係る支出 

業務収入 税収等、使用料及び手数料、業務支出の財源となる国県等補

助金などに係る収入 

臨時支出 災害復旧事業費などに係る支出 

臨時収入 臨時に収入した額 

投資活動支出 公共施設等整備費、基金積立金、投資及び出資金、貸付金な

どに係る支出 

投資活動収入 基金取崩収入、貸付金元金回収収入、資産売却収入、投資活

動支出の財源となる国県等補助金などに係る収入 

財務活動支出 地方債の元金償還などに係る支出 

財務活動収入 地方債の発行収入などに係る収入 

歳計現金 地方公共団体の歳入歳出に属する現金 

歳計外現金 入札保証金や源泉徴収所得税など、一時的に所有するが、最

終的所有には属しない現金 

（単位：千円）
一般会計等 全体

46 75
432 657
481 735

3 3
- 0

△ 31 △ 46
55 76
25 30

△ 19 △ 28
52 81
33 53

△ 3 2
13 64
- -
10 66

0 0
0 0
1 1
10 66

基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報
一般会計等 全体

48 81
△ 26 △ 35

22 46
※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

本年度資金収支額

業務活動収支
１．業務支出
２．業務収入
３．臨時支出
４．臨時収入

投資活動収支
１．投資活動支出
２．投資活動収入

財務活動収支
１．財務活動支出
２．財務活動収入

業務活動収支（支払利息を除く）Ａ
投資活動収支（基金を除く）　　Ｂ
基礎的財政収支　Ｃ＝Ａ＋Ｂ

前年度末資金残高

本年度末資金残高　Ａ

前年度末歳計外現金残高
本年度末歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高　Ｂ
本年度末現金預金残高　Ｃ＝Ａ＋Ｂ

比例連結割合変更に伴う差額
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Ⅴ 財務書類に基づく分析指標 

Ⅴ-１ 純資産比率及び将来世代負担比率 

 

純資産比率＝純資産合計÷資産合計×１００ 

 将来世代負担比率＝地方債（１年以内償還予定分も含む）÷資産合計×１００ 

 

（１）純資産比率及び将来世代負担比率の内容 

 純資産比率とは、民間企業会計の「自己資本比率」にあたるもので、貸借対照表の資産

合計のうち、「これまでの世代」が負担した金額（貸借対照表の純資産合計）の割合を示

しています。一方、将来世代負担比率とは、貸借対照表の資産合計のうち、「将来世代」

が負担する金額（貸借対照表の地方債（１年以内償還予定分も含む））の割合を示してい

ます。 

地方公共団体における平均的な値は、純資産比率は５０％～９０％の間、将来世代負担

比率は１０％～４０％の間と言われています。（出典：『100問 100答 新地方公会計統一

基準 財務書類の作成と活用方法』） 

 

（２）純資産比率の算出結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般会計等 63.2% 63.4% 63.9%

全体 50.8% 51.7% 51.6%
連結 51.3% 52.0% 51.9%

純資産比率
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（３）将来世代負担比率の算出結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般会計等 23.9% 24.2% 24.4%

全体 32.8% 32.6% 32.3%
連結 32.5% 32.4% 32.1%

将来世代
負担比率
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Ⅴ-２ 歳入額対資産比率 

 

 歳入額対資産比率（年）＝資産合計÷歳入総額 

 

（１）歳入額対資産比率の内容 

 歳入額対資産比率とは、歳入総額（資金収支計算書の業務収入、臨時収入、投資活動収

入、財務活動収入の合計）に対する貸借対照表の資産合計の割合を示したもので、資産の

形成に何年分の歳入が充てられたかを表しています。 

 本比率が高ければ、社会資本整備などの資産形成に重点を置いてきたと見ることができ

ます。 

 地方公共団体における平均的な値は、３年～７年の間と言われています。（出典：『100

問 100答 新地方公会計統一基準 財務書類の作成と活用方法』） 

 

（２）歳入額対資産比率の算出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般会計等 2.5年 2.8年 2.7年

全体 2.3年 2.4年 2.3年
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Ⅴ-３ 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

 

 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

＝減価償却累計額÷（償却資産帳簿価格＋減価償却累計額）×１００ 

 

（１）有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）の内容 

 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）とは、貸借対照表の有形固定資産（事業用

資産、インフラ資産）のうち、償却資産に係る取得価格に対する減価償却累計額の割合を

示しています。 

 例えば、耐用年数が１０年の償却資産について、使用を開始してから１年経過すると、

有形固定資産減価償却率は１０％となり、１０年経過すると１００％となります。 

耐用年数以上に使用することが可能な資産も数多く存在しており、有形固定資産減価償

却率が１００％となっても、直ちに当該資産を使用することができなくなるわけではあり

ませんが、本比率が高い場合は、維持更新のための投資が、近い将来に必要となる可能性

が高いと考えられます。 

地方公共団体における平均的な値は３５％～５０％の間と言われています。（出典：

『100問 100答 新地方公会計統一基準 財務書類の作成と活用方法』） 

 

（２）有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）の算出結果 

 
 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般会計等 57.0% 58.7% 59.9%

全体 51.7% 53.4% 54.7%
連結 52.8% 54.4% 55.7%
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（３）一般会計等における行政目的別の有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）の算

出結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
生活インフラ・国土保全 56.5% 58.1% 60.0%

教育 57.7% 59.5% 59.6%
福祉 71.8% 71.9% 73.0%

環境衛生 55.5% 58.7% 62.0%
産業振興 54.5% 54.9% 54.3%
消防 92.8% 93.2% 93.4%
総務 48.9% 54.2% 55.5%
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Ⅴ-４ 一般会計等における有形固定資産の行政目的別割合 

 

 有形固定資産の行政目的別割合＝行政目的別有形固定資産÷有形固定資産 

 

（１）有形固定資産の行政目的別割合の内容 

有形固定資産の行政目的別割合とは、貸借対照表の有形固定資産における行政目的別

（生活インフラ・国土保全、福祉、教育など）有形固定資産の割合を示したもので、行政

分野ごとの社会資本形成の比重を把握することが可能となります。 

 

（２）一般会計等における有形固定資産の行政目的別割合の算出結果 

 

 

 

 

金額(千円) 構成比
生活インフラ・国土保全 101,523,021 46.6%

教育 52,773,409 24.2%
福祉 1,921,542 0.9%

環境衛生 3,302,859 1.5%
産業振興 43,722,093 20.1%
消防 780,873 0.4%
総務 13,903,882 6.4%
計 217,927,679 100.0%

※表示単位未満を四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

令和4年度
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